
　
　
平
田

　元 

教
授
略
歴
・
業
績
目
録

　略

　歴

一
九
七
七
年
三
月

　
愛
媛
大
学
法
文
学
部
法
学
科
卒
業

一
九
七
七
年
四
月

　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
刑
事
法
学
専
攻
修
士
課
程
入
学

一
九
七
九
年
三
月

　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
刑
事
法
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
（
法
学
修
士
）

一
九
七
九
年
四
月

　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
刑
事
法
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
進
学

一
九
八
二
年
三
月

　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
刑
事
法
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

一
九
八
二
年
四
月

　
九
州
大
学
助
手
法
学
部
（
一
九
八
四
年
三
月
ま
で
）

一
九
八
八
年
四
月

　
三
重
大
学
講
師
人
文
学
部

一
九
八
九
年
四
月

　
三
重
大
学
助
教
授
人
文
学
部

一
九
九
一
年
八
月

　
三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
兼
担

一
九
九
五
年
三
月

　
外
国
留
学
／
海
外
研
修

　
連
合
王
国
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
法
学
部
（
一
九
九
六
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
五
年
四
月

　
三
重
大
学
教
授
人
文
学
部

二
〇
〇
三
年
四
月

　
熊
本
大
学
教
授
法
学
部
、
大
学
院
法
学
研
究
科
兼
担

二
〇
〇
四
年
四
月

　
熊
本
大
学
教
授
大
学
院
法
曹
養
成
研
究
科

二
〇
一
〇
年
四
月

　
熊
本
大
学
大
学
院
法
曹
養
成
研
究
科
副
研
究
科
長
（
二
〇
一
四
年
三
月
ま
で
）
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二
〇
一
四
年
四
月

　
熊
本
大
学
大
学
院
法
曹
養
成
研
究
科
研
究
科
長
（
二
〇
一
六
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
七
年
四
月

　
熊
本
大
学
教
授
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部

二
〇
二
〇
年
三
月

　
熊
本
大
学
退
職

　
◎
在
任
期
間
中
、
三
重
短
期
大
学
、
名
古
屋
経
済
大
学
、
三
重
大
学
、
新
潟
大
学
、
琉
球
大
学
で
非
常
勤
講
師
を
つ
と
め
る
。

　
学
会
及
び
社
会
に
お
け
る
活
動

一
九
七
七
年

　
日
本
刑
法
学
会
会
員

一
九
七
九
年

　
九
州
法
学
会
会
員

二
〇
〇
六
年

　
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
評
価
委
員

二
〇
〇
八
年

　
熊
本
県
弁
護
士
会
綱
紀
委
員
会
予
備
委
員

二
〇
一
二
年

　
熊
本
県
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
委
員

　
業
績
目
録

［
一
］
著
書

　
　（
単
著
）

　 

・
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
片
面
的
構
成
―
―
事
実
認
定
と
上
訴
を
め
ぐ
っ
て
』（
熊
本
大
学
法
学
会
叢
書 

15
）
成
文
堂
（
二
〇
一
七

年
）
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　（
共
著
）

　 
・

　
曽
我
英
雄
・
上
野
達
彦
編
著
『
法
学
―
―
人
権
・
く
ら
し
・
平
和
』
敬
文
堂
（
一
九
九
三
年
、
新
版
『
あ
た
ら
し
い
法
学
』

一
九
九
八
年
）［
第
一
四
章
「
刑
事
手
続
と
人
権
」
を
分
担
執
筆
］

　 

・
　�

庭
山
英
雄
・
岡
部
泰
昌
編
『
現
代
青
林
講
義

　
刑
事
訴
訟
法
』
青
林
書
院
（
一
九
九
四
年
、
新
版
二
〇
〇
二
年
、
第
三
版

二
〇
〇
六
年
）［
第
五
編
第
二
章
「
一
事
不
再
理
と
二
重
の
危
険
」
を
分
担
執
筆
］

�［
二
］
論
文

　 

・
「
ド
イ
ツ
誤
判
研
究
史
」
九
大
法
学
四
七
号
（
一
九
八
四
年
）

　 

・
「
上
訴
審
に
よ
る
自
由
心
証
主
義
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
九
大
法
学
五
二
号
（
一
九
八
六
年
）

　 

・
「
刑
事
事
件
に
お
け
る
供
述
分
析
に
つ
い
て
（
一
）
―
―
最
近
の
西
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
て
」
三
重
大
学
法
経
論
叢
六

巻
一
号
（
一
九
八
八
年
）

　 

・
「
検
察
官
の
上
訴
は
、
な
ぜ
許
さ
れ
る
か
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
一
八
号
（
一
九
八
九
年
）

　 

・
「
無
罪
判
決
に
対
す
る
上
訴
禁
止
に
関
連
し
て
」（
刑
事
訴
訟
法
四
〇
年
の
軌
跡
と
展
望
）ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
〇
号（
一
九
八
九
年
）

　 

・
「
刑
事
事
件
に
お
け
る
供
述
分
析
に
つ
い
て
（
二
）
―
―
最
近
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
て
」
三
重
大
学
法
経
論
叢
九
巻

一
号
（
一
九
九
一
年
）

　 

・
「
刑
事
裁
判
は
甦
る
か

　
無
罪
推
定
を
基
調
と
し
た
捜
査
・
証
拠
評
価
を
／
板
橋
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー

四
四
一
号
（
一
九
九
一
年
）

　 

・
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
片
面
的
構
成
の
理
論
的
基
礎
―
―
厳
格
な
証
明
、
弾
劾
証
拠
を
中
心
に
」
横
山
晃
一
郎
先
生
追
悼
論
文
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集
『
市
民
社
会
と
刑
事
法
の
交
錯
』
成
文
堂
（
一
九
九
七
年
）

　 
・
「
控
訴
審
に
お
け
る
破
棄
自
判
・
有
罪
の
問
題
」
光
藤
景
皎
編
『
事
実
誤
認
と
救
済
』
成
文
堂
（
一
九
九
七
年
）

　 

・
「
イ
ギ
リ
ス
刑
事
上
訴
法
改
正
」
刑
法
雑
誌
三
六
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）

　 

・
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
刑
事
陪
審
と
上
訴
制
度
―
―
『
内
在
的
疑
い
（lurking doubt

）』
を
中
心
に
」
井
戸
田
侃
他
編

　
竹
澤

哲
夫
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
『
誤
判
の
防
止
と
救
済
』
現
代
人
文
社
（
一
九
九
八
年
）

　 

・
「
救
済
の
観
点
か
ら
み
た
証
明
論
」（
特
集

　
事
実
認
定
の
今
日
的
課
題
）
刑
法
雑
誌
三
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

　 

・
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
目
撃
証
人
の
取
り
扱
い
」
渡
部
保
夫
監
修
・
一
瀬
敬
一
郎
他
編
著
『
目
撃
証
言
の
研
究
』
北
大
路
書
房

（
二
〇
〇
一
年
）

　 

・
「
間
接
事
実
の
立
証
―
―
刑
法
学
会
に
お
け
る
議
論
か
ら
」
季
刊
刑
事
弁
護
二
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）

　 

・
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『
二
重
の
危
険
』
論
議
を
め
ぐ
っ
て
―
―
最
近
の
法
律
委
員
会
報
告
書
を
中
心
に
」
光
藤
景
皎
先
生
古

稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
光
藤
景
皎
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

　
下
巻
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
一
年
）

　 

・
「
控
訴
審
の
構
造
」
松
尾
浩
也
・
井
上
正
仁
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
（
第
三
版
）』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
二
〇
〇
二
年
）

　 

・
「
事
実
と
真
実
―
―
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
『
了
解
』
の
意
義
に
つ
い
て
」（
共
同
執
筆
）
法
の
理
論
二
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）

　 

・
「
事
実
認
定
の
理
論
と
裁
判
実
務
―
―
自
白
の
注
意
則
研
究
を
中
心
に
」
法
律
時
報
一
〇
月
号
（
二
〇
〇
五
年
）

　 

・
「
控
訴
審
・
上
告
審
論
の
展
望
」�

村
井
敏
邦
・
川
崎
英
明
・
白
取
祐
司
編
『
刑
事
司
法
改
革
と
刑
事
訴
訟
法

　
下
巻
』
日
本
評

論
社
（
二
〇
〇
七
年
）

　 

・
「
冤
罪
か
ら
み
た
日
本
の
刑
事
手
続
の
問
題
点
―
―
事
実
認
定
の
あ
る
べ
き
姿
」二
〇
〇
九
年
九
州
法
学
会
会
報（
二
〇
〇
九
年
）

　 

・
「
あ
る
第
一
審
無
罪･

控
訴
審
破
棄
差
戻
し
事
件
の
考
察
」
熊
本
法
学
一
二
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
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［
三
］
翻
訳

　 
・
「
グ
エ
ン
・
シ
ー
ボ
ー
ン
『
検
死
官
と
検
死
官
陪
審
：
刑
事
司
法
へ
の
素
人
参
加
の
一
形
態
』」
鯰
越
溢
弘
編
『
陪
審
制
度
を
巡

る
諸
問
題
』
現
代
人
文
社
（
一
九
九
七
年
）

　 

・
「
ロ
ウ
ラ
・
ホ
ヤ
ノ
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
告
人
の
役
割
』」
鯰
越
溢
弘
編
『
陪
審
制
度
を
巡
る
諸
問
題
』
現
代
人
文
社

（
一
九
九
七
年
）

［
四
］
紹
介
・
書
評

　 

・
「
ブ
ル
ー
ス
・
Ｌ
・
ダ
ン
ト
ー
『
臨
終
に
お
け
る
病
者
―
―
自
殺
と
そ
の
予
防
』」
法
政
研
究
四
四
巻
二
号
（
一
九
七
七
年
）

　 

・
「
世
界
の
刑
事
再
審
法 

13 
ソ
ビ
エ
ト
」（
共
同
執
筆
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
八
四
号
（
一
九
七
九
年
）

　 

・
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
『
逮
捕
・
勾
留
』」（
共
同
執
筆
）
刑
法
雑
誌
二
七
巻
三
号
（
一
九
八
六
年
）

　 

・
「
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー

　
川
崎
英
明
著
『
現
代
検
察
官
論
』
―
―
『
検
察
の
民
主
化
』
へ
の
今
日
的
な
理
論
を
呈
示
」
季
刊
刑
事

弁
護
一
六
号
（
一
九
九
八
年
）

　 

・
「
書
評

　
熊
本
日
日
新
聞
社
編
『
新
版

　
検
証
・
免
田
事
件
』」
熊
本
日
日
新
聞
平
成
二
一
年
七
月
二
六
日
朝
刊
（
二
〇
〇
九
年
）

［
五
］
判
例
評
釈

　 

・
「
無
人
速
度
監
視
装
置
（
オ
ー
ビ
ス
Ⅲ
）
に
よ
る
写
真
撮
影
の
適
法
性
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
一
三
号
（
一
九
八
一
年
）

　 

・
「
強
制
採
尿
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
四
号
（
一
九
八
二
年
）

　 

・
「
犯
人
識
別
供
述
の
信
用
性
」
平
成
三
年
度
重
要
判
例
解
説

　
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
二
号
（
一
九
九
二
年
）
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・
「
量
刑
と
余
罪
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
六
版
）
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
号
（
一
九
九
二
年
）

　 
・
「
約
束
に
よ
る
自
白
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
七
版
）
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
八
号
（
一
九
九
八
年
）

　 

・
「
偽
計
に
よ
る
自
白
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
八
版
）
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）

　 

・
「
取
調
べ
手
続
の
違
法
と
自
白｣�

刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
九
版
）
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
三
号
（
二
〇
一
一
年
）

［
六
］
学
界
回
顧

　 

・
「
一
九
九
九
年

　
学
界
回
顧
・
刑
事
訴
訟
法
」（
共
同
執
筆
）
法
律
時
報
一
二
月
号
（
一
九
九
九
年
）

　 

・
「
二
〇
〇
〇
年

　
学
界
回
顧
・
刑
事
訴
訟
法
」（
共
同
執
筆
）
法
律
時
報
一
二
月
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

　 

・
「
二
〇
〇
一
年

　
学
界
回
顧
・
刑
事
訴
訟
法
」（
共
同
執
筆
）
法
律
時
報
一
二
月
号
（
二
〇
〇
一
年
）

　 

・
「
二
〇
〇
二
年

　
学
界
回
顧
・
刑
事
訴
訟
法
」（
共
同
執
筆
）
法
律
時
報
一
二
月
号
（
二
〇
〇
二
年
）

［
七
］
判
例
回
顧

　 

・
「
一
九
八
九
年

　
判
例
回
顧
と
展
望
・
刑
事
訴
訟
法
」（
共
同
執
筆
）
法
律
時
報
四
月
臨
時
増
刊
号
（
一
九
九
〇
年
）

　 

・
「
一
九
九
〇
年

　
判
例
回
顧
と
展
望
・
刑
事
訴
訟
法
」（
共
同
執
筆
）
法
律
時
報
二
月
臨
時
増
刊
号
（
一
九
九
一
年
）

　 

・
「
一
九
九
一
年

　
判
例
回
顧
と
展
望
・
刑
事
訴
訟
法
」（
共
同
執
筆
）
法
律
時
報
三
月
臨
時
増
刊
号
（
一
九
九
二
年
）

［
八
］
辞
典

　 

・
　
三
井
誠
他
編
『
刑
事
法
辞
典
』（「
挙
証
責
任
」「
主
張
責
任
」「
証
拠
提
出
責
任
」
の
項
目
）
信
山
社
（
二
〇
〇
三
年
）
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・

　
佐
藤
幸
治
他
編『
コ
ン
サ
イ
ス
法
律
学
用
語
辞
典
』（「
択
一
的
認
定
」「
調
書
判
決
」を
含
む
四
三
項
目
）三
省
堂（
二
〇
〇
三
年
）

［
九
］
そ
の
他
の
論
考

　 

・
「
刑
事
シ
ス
テ
ム
の
キ
ー
ワ
ー
ド

　
捜
査
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
九
号
（
一
九
九
一
年
）

　 

・
「
刑
事
シ
ス
テ
ム
の
キ
ー
ワ
ー
ド

　
公
訴
時
効
・
刑
の
時
効
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
九
号
（
一
九
九
一
年
）

　 

・
「
名
張
毒
ぶ
ど
う
酒
事
件

　
津
地
裁
判
決
（
一
審
）・
名
古
屋
高
裁
判
決
（
二
審
）、
第
五
次
再
審
請
求
棄
却
決
定
の
重
要
ポ
イ

ン
ト
比
較
表
お
よ
び
ま
と
め
」
え
ん
罪
名
張
毒
ぶ
ど
う
酒
事
件
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
『
名
張
毒
ぶ
ど
う
酒
事
件
―
―
そ
の
真

実
』（
一
九
九
二
年
）

　 

・
「
法
学
特
論
雑
感
」
大
学
教
育
研
究
―
―
三
重
大
学
授
業
研
究
交
流
誌
第
一
号
（
一
九
九
三
年
）

　 

・
「
正
義
の
実
現
と
し
て
の
死
刑
は
許
さ
れ
る
か
」
佐
伯
千
仭
・
団
藤
重
光
・
平
場
安
治
編
著
『
死
刑
廃
止
を
求
め
る
』
日
本
評

論
社
（
一
九
九
四
年
）

　 

・
「
当
番
弁
護
士
実
態
調
査
雑
感
」
日
弁
連
刑
事
弁
護
セ
ン
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
№
８
（
一
九
九
四
年
）

　 

・
「
再
伝
聞
」
井
戸
田
侃
・
光
藤
景
皎
編
『
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
司
法
試
験
シ
リ
ー
ズ
刑
事
訴
訟
法
Ⅱ
（
第
三
版
）』
日
本
評
論
社

（
一
九
九
五
年
）

　 

・
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
英
国
）
滞
在
雑
感
」
三
重
大
学

　
学
園
だ
よ
り
一
三
七
号
（
一
九
九
六
年
）

　 

・
「
意
見
書
」（
東
京
地
裁
平
成
一
九
年
合（
わ
）第
五
三
九
号
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
事
件
）東
京
地
方
裁
判
所
に
提
出（
二
〇
〇
九
年
）

　 

・
「
熊
本
県
司
法
過
疎
地
域
に
お
け
る
法
的
紛
争
を
め
ぐ
る
現
状
分
析
」（
分
担
執
筆
）熊
本
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
号（
二
〇
一
四
年
）
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［
一
〇
］
研
究
報
告

　 
・
「
ペ
ー
タ
ー
ス
の
事
実
認
定
論
と
誤
判
原
因
論
」
日
本
刑
法
学
会
九
州
部
会
（
一
九
八
〇
年
）

　 

・
「
事
実
認
定
の
構
造
」�

日
本
刑
法
学
会
九
州
部
会
（
一
九
八
一
年)

　 

・
「
事
実
認
定
と
事
後
審
査
」
日
本
刑
法
学
会
九
州
部
会
（
一
九
八
六
年
）

　 

・
「
自
由
心
証
主
義
と
控
訴
」
上
訴
・
再
審
研
究
会
（
一
九
八
八
年
）

　 

・
「
自
由
心
証
主
義
と
控
訴
」
日
本
刑
法
学
会
九
州
部
会
（
一
九
八
八
年
）

　 

・
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
供
述
分
析
に
つ
い
て
」
日
本
刑
法
学
会
名
古
屋
部
会
（
一
九
八
八
年
）

　 

・
「
陪
審
と
上
訴
」
陪
審
制
度
研
究
会
（
一
九
九
〇
年
）

　 

・
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
目
撃
供
述
に
つ
い
て
」
日
本
刑
法
学
会
名
古
屋
部
会
（
一
九
九
三
年
）

　 

・
「
青
木
英
五
郎
の
事
実
認
定
論
」
事
実
認
定
研
究
会
（
一
九
九
四
年
）

　 

・
「
英
国
に
お
け
る
刑
事
上
訴
を
め
ぐ
っ
て
―
―
一
九
九
五
年
英
国
刑
事
上
訴
法
改
正
（C

rim
inal A

ppeal A
ct 1995

）」
日
本
刑

法
学
会
名
古
屋
部
会
（
一
九
九
六
年
）

　 

・
「
救
済
の
観
点
か
ら
み
た
証
明
論
」�

日
本
刑
法
学
会
第
七
七
回
大
会

　
分
科
会
Ⅱ
「
事
実
認
定
の
今
日
的
課
題
」（
一
九
九
九
年
）

　 

・
「
刑
法
学
会
分
科
会
報
告
を
終
え
て
」
日
本
刑
法
学
会
名
古
屋
部
会
（
一
九
九
九
年
）

　 

・
「
総
論
的
問
題
提
起
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
情
況
証
拠
に
よ
る
事
実
認
定
」
日
本
刑
法
学
会
第
七
八
回
大
会
（
二
〇
〇
〇
年
）、

刑
法
雑
誌
四
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照

　 

・
「
事
実
認
定
の
あ
る
べ
き
姿
」�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
冤
罪
か
ら
み
た
日
本
の
刑
事
手
続
の
問
題
点
」
九
州
法
学
会
第
一
一
四
回
学

術
大
会
（
二
〇
〇
九
年
）
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